
計画地

計画の概要

地区面積 構造

階数 高さ

名称 施行区域面積

名称 幅員 延長 面積

特別区道
文第８０７号

５．５～６ｍ
【１２ｍ】

約１９０ｍ

特別区道
文第８０９号

４．５～５ｍ
【１２ｍ】

約６０ｍ

特別区道
文第1９５号

２～２．５ｍ
【６ｍ】

約１２０ｍ

街
区

建ぺい率 容積率
建築物の

高さの限度
壁面の

位置の限度

1 約７０％ 約６３０％ ７０ｍ
西・北２ｍ
東・南４ｍ

街
区

建築面積

1 約６，２４０㎡ 約９０戸

建築敷地面積

1 約８，９００㎡

都市計画決定

地　区　名
容積率の
最高限度

建ぺい率の
最高限度

容積率の
最低限度

建築面積の
最低限度

壁面の
位置の限度

Ａ 約１．０ｈａ ３００％ ６０％ ２００％ ２００㎡
東4m

西・北２m

Ｂ 約０．２ｈａ ５００％ ８０％ ２００％ ２００㎡
東・南4m

西２m

都市計画決定 平成４年９月１４日　文京区告示第９３号

平成４年９月１４日　東京都告示第１０３８号

３　高度利用地区

面　　　積

後楽二丁目東地区

建築敷地の
整備

整備計画 備考

敷地の周囲に歩道状空地を設け、
敷地の北側に広場を確保する。

建築物の整備

主要用途

事務所、店舗、住宅、駐
車場

延べ面積（容積対象） 住宅建設の目標

約６５，０００㎡（約５６，０００㎡） 約８，９００㎡

２　都市計画の内容

後楽二丁目東地区
第一種市街地再開発事業

約１．１ｈａ

公共施設の
配置及び規模

備考

道
路

【　】内は全幅員
既存道路の拡幅

既存道路の拡幅

既存道路の拡幅

  地区の北西部に位置する都市計画道路（放射２５号線）の整備に合わせて再開発事業を実施する
こととした。これを契機として、敷地・建物の共同化を行い、土地の合理的な高度利用を図り、防災性
に富んだ幹線道路の沿道にふさわしい環境を形成する。
　また、住宅・業務施設等が調和した定住性あるまちづくりを行なうと共に、敷地内広場・歩行者空間
の整備を行い、居住環境の向上を図る。

約１．１ｈａ 鉄骨鉄筋コンクリート造

地上１４階／地下２階 約６３．９ｍ

（こうらく２ちょうめひがし）

ＮＯ．８５　後楽二丁目東地区（組合施行）

１　計画の概要

文京区後楽二丁目の一部



敷地面積 建ぺい率

延べ面積 容積率

事業認可 総事業費

年　　月　　日

昭和６３年４月

平成元年１１月

平成４年９月１４日

平成６年２月１５日

平成９年７月２５日

平成９年８月１１日

平成９年８月２６日

平成９年１２月

平成１２年７月

平成１２年８月１１日

平成１３年８月２３日

権利変換計画変更認可

工事完了公告

組合解散認可

６　位置図

定款・事業計画変更

権利変換計画認可

権利変換期日

着工

文京区、当地区を含む約１０ｈａについて「後楽二丁目地区まちづくり基本計画」を作成

準備組合設立

都市計画決定

事業計画認可

平成６年２月１５日　東京都告示第１１３号 約２３６億円

５　経　緯

内　　　　　　　　　　　　　　　容

店舗等

駐車場 １５４台地上２～９階 事務所

地上１０～１４階 住宅

約６２，７９７㎡ 約６３０％

用途

地下２階　 駐車場　
住宅戸数 ７９戸

地下１階 駐車場・店舗

地上１階

４　事業計画の概要

約８，９８４㎡ 約５９％



７　区域図

８　完成写真


